
長期処方・リフィル処方箋について 

当診療所では、患者様の各々の状態に応じ、下記対応も可能をなっております。 

・28日以上の長期処方を行います。 

・リフィル処方箋を発行致します。 

※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、患者様の病状や処方

するお薬に応じて担当医が判断致します、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し

上げます。 

※長期処方でのお薬や、リフィル処方箋の処方箋を紛失した場合や受け取り期限

を超過した際の、再発行等は全額自費になりますのでご注意ください。 


